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広報とよやま　令和7年4月号
暮らしの情報

税金などの特別徴収
令和7年度の住民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料と介護保険料の仮徴収額を、4月、6月、8月に支
給される公的年金から天引き（特別徴収）します。
■特別徴収（仮徴収）対象者
①令和7年2月に特別徴収（年金からの天引き）で納めている方（世帯）

②令和7年4月から8月までの間に、新たに特別徴収（仮徴収）の対象になる方（世帯）
住民税 国民健康保険税 後期高齢者医療保険料 介護保険料

新たに特別徴収（仮徴収）の対象に
なる方はいません。

①世帯主が国民健康保険の被保険
者の世帯
②世帯内の国民健康保険の被保険
者の方全員が65歳以上75歳未
満で構成された世帯
③世帯主の特別徴収の対象となる
年金が年額18万円以上であり、
国民健康保険税が介護保険料と
合わせて、年金額の2分の1を超
えない世帯

①令和7年2月1日までに後期高齢
者医療制度の被保険者になった
方
②被保険者の特別徴収の対象とな
る年金が年額18万円以上であ
り、後期高齢者医療保険料が介
護保険料と合わせて、年金額の
2分の1を超えない方

①令和7年2月1日までに介護保険
の第1号被保険者になった方
②被保険者の特別徴収の対象とな
る年金が年額18万円以上の方

■問合せ　税務課課税グループ
　　　　 28・2434

■問合せ　保険課国民健康保険・医療グループ　
　　　　 28・0917

■問合せ　保険課介護グループ
　　　　 28・0100

※対象の方（世帯）には、仮徴収額決定通知書を送付します。
※上記の条件に該当していても対象にならない場合があります。詳しくは各担当までお問い合わせください。

令和7年2月に特別徴収として年金から天引きされた税額及び保険料額と同じ額を、特別徴収（仮徴収）として4月、6月、
8月の年金から天引きします。ただし、住民税については、原則として令和6年度に年金から天引きされた年税額の半額を、
4月、6月、8月の3回に分けて天引きします。
※令和7年4月から令和8年3月までの間に世帯主が75歳になる世帯の国民健康保険税については、納付方法が特別徴収か
ら普通徴収（納付書または口座振替で納付）に変わります。
※通知書は、日本年金機構が発送する年金振込通知書をもって代えさせていただきます。（国民健康保険税、後期高齢者医
療保険料及び介護保険料について、令和7年2月に特別徴収した保険料額と、6月、8月に年金から天引きする保険料額
が異なる場合は、別途通知します。）
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納
付
方
法
は
、納
付
書
、口
座
振
替
、ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い
か
ら
選
択
で
き
ま
す
。

▽
納
付
書
の
場
合
は
銀
行
、農
協
、信
用
金

庫
等
の
他
に
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

納
付
が
で
き
ま
す
。

▽
口
座
振
替
の
場
合
は
、金
融
機
関
等
で
手

続
を
行
な
っ
て
く
だ
さ
い
。な
お
、口
座
振

替
で
毎
月
の
保
険
料
を
納
め
る
場
合
、当

月
分
の
保
険
料
を
当
月
末
に
引
き
落
と
す

「
早
割
」を
申
し
込
む
と
月
額
五
十
円
の
割

引
に
な
り
ま
す
。

▽
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
い
の
場
合
は
、

年
金
手
帳
、ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
持
参

の
上
、年
金
事
務
所
に
お
い
て
手
続
を
行

な
っ
て
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
引
き

落
と
し
時
期
は
、金
融
機
関
・
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
会
社
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の
で
事

前
に
各
会
社
へ
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。
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国
民
年
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納
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特
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制
度

学
生
の
方
で
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、学
生
納
付
特
例

の
申
請
が
で
き
ま
す
。申
請
が
承
認
さ
れ
た

場
合
は
、保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、申
請
年
度
か
ら
10
年
間
は
追
納
で
き

ま
す
。た
だ
し
、所
得
制
限
が
あ
る
た
め
、承

認
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

令
和
6
年
度
に
学
生
納
付
特
例
を
承
認
さ

れ
た
方
で
、今
年
度
も
同
じ
学
校
に
在
籍
す

る
方
に
は
、4
月
初
旬
か
ら
順
次
日
本
年
金

機
構
よ
り
、「
学
生
納
付
特
例
申
請
書（
ハ
ガ

キ
）」が
郵
送
さ
れ
ま
す
。必
要
事
項
を
記
入

し
返
送
す
る
こ
と
に
よ
り
学
生
納
付
特
例
の

申
請
が
で
き
ま
す
。

▼
窓
口
申
請
で
必
要
な
も
の

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
書
類（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
通
知
カ
ー
ド
・
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
記
載
の
住
民
票
）

・
本
人
確
認
書
類

・
学
生
証
又
は
学
生
証
の
写
し（
両
面
）

代
理
人
が
申
請
さ
れ
る
場
合
は
、委
任
状
、

代
理
人
と
被
保
険
者
の
本
人
確
認
書
類
も
必

要
に
な
り
ま
す
。
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